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6
体組成計機と
衣類リサイクル
について

　むつマエダアリーナの体組成計機が不具合で使用出来ず、むつ市
役所等の健幸スポットを利用して下さいとお知らせがきましたが、平
日は仕事をしていて行くことが出来ません。
　衣類リサイクルも同様で平日に持って行くことが出来ません。
土日に何時間か市役所に入れるようにするか、マエダ本店などに場
所をもうけるかしてほしいです。

○体組成計機について
　この度は、むつマエダアリーナの体組成計の不具合により、御不
便をお掛けし大変申し訳ありません。現在は復旧し、通常通りお
使いいただけます。
　今後も体組成計に不具合が生じた際は、なるべく早期の復旧に
努めます。
　また、土曜日・日曜日の市役所及びマエダ本店等への体組成計
の設置については、管理の面から常時の設置は難しいと考えてお
りますので、御理解のほどよろしくお願いします。

○衣類リサイクルについて
　衣類リサイクルについては、現在、本庁舎開放エリア及び分庁
舎にて平日の開庁時間に回収を行っております。
　また、むつ来さまい館主催のフリーマーケットにおいて、出張ご
み相談ブースを出店し、回収を行っておりますので、御利用いただ
きたいと存じます。
　次回は１２月２４日（日）に開催予定となっておりますので、詳しく
はむつ来さまい館のホームページを御覧ください。
　その他、（株）ゆうあいむつ【営業日：年中無休８時～１７時】及び
むつ資源リサイクル（株）【営業日：月曜～土曜　８時～１７時（祝祭
日、お盆、12／31～1／4除く）】においても、衣類の回収を行って
おります。こちらは市で回収している衣服回収の品目と違いがあり
ますので、詳しくはホームページを御覧になるか、直接、各事業所
にお問い合わせください。
　次に、土日の市役所やマエダ本店などでの回収につきまして
は、管理や場所の確保の面で難しいものと考えておりますので、
御理解賜りたいと存じます。

【体組成計機】
健康づくり推進部
健康づくり推進課

【衣類リサイクル】
民生部

環境政策課

　貴殿の御意見・御提案のとおり、当地域における常備消防は市
単独の消防体制ではなく、組合消防体制を構築しているため、当
該規則はむつ市消防団員の消防訓練礼式に関する規則となりま
す。
　このことから、実態に即した規則への改正を進めてまいりますの
で、御理解を賜りたいと存じます。

2
砂利道の改修
と舗装について

　地域住民により、砂利道でデコボコし、大きな穴があり、改修の要
望がありました。又、舗装にして欲しいとの要望もありましたのでよろ
しくお願いします。

　当該路線につきましては、むつ市管理の道路と私道が連続して
存在している路線となっております。
　当課にて現地確認を行った結果、むつ市管理の道路部分につき
ましては修繕の緊急性がないことから経過観察とし、今後道路状
況が悪化した場合に対応を検討して参ります。
　また、私道部分の整備につきましては、当市広報等にて御案内
しております「私道等整備補助金」の活用を御検討くださいますよ
うお願いします。

都市整備部
土木維持課

総務部
防災安全課

11月10日

市民の声と市の回答

市の回答市民の声（要旨）

11月1日

11月6日

4
街灯を設置して
ほしい

　運動公園から市役所までの道路に街灯を設置してほしい。
　街灯が付いてる電柱もあるものの、全体的に街灯の本数が少なく
暗いため、街灯を増やしてほしい。

　御要望のありました街路灯の設置につきましては、児童生徒の
通学路となっており、設置の必要性が認められますことから、街路
灯未添架の電柱への設置に向けて検討及び調整を行いたいと存
じますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月6日

3
側溝の改善に
ついて

　地域の住人より、側溝が破損し、水の流れが悪く、改善方の要望が
ありましたのでよろしくお願いします。

　御要望いただいた道路は私道であり、付随する側溝も市が所管
しているものではありません。このため、市で側溝の修繕等を実施
することはできませんが、私道等の整備については「私道等整備
補助金」を御案内しておりますので、御活用を検討いただきますよ
う、お願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月6日

1

むつ市消防訓
練礼式に関す
る規則の改正
について

　貴市は、常備消防は組合消防ですから、市の消防職員はいないは
ずです。したがって、消防団のことを規制する規則ですから、実態に
合致するようにされたい。
　第１条中　第１６条中第２項および消防吏員を削除。
　第５条中　消防職を消防団員に改正。同条中の職員を団員に改
正。
　第６条中の消防長を削除。

11月10日5
市議会インター
ネット中継の要
望

　先日、YouTubeにて「○○市議会の会議（一般質問）」の様子を見ま
した。
　会話が成立しない議会の様子に最初は笑いも漏れましたが、だん
だん怖くなってきました。自分が永住しようとする「むつ市」でも、同様
の会議が行われているのではないかという不安が生じました。
　それから、むつ市議会のことが気になりインターネットで調べまし
た。市議会のHPがあり、そこに議事録がアップされていたり、ラジオ
で議会の音声を放送していたりすることを知り驚きました。また、市議
会だよりもアップされており、広く周知するために様々な工夫がされて
いると関心しました。市民に開かれた議会を実現する努力を感じまし
た。
　しかし、どれを見ても議員の方々や市長の様子が分からないので
す。参加する姿勢や質疑応答の様子がわかると、市民として次回選
挙の資料にすることができたり、市政への関心意欲が向上したりと
様々な恩恵があるように思います。市長が凛々しくお話しする姿をい
つでも見ることができ支持率が上がることも間違いありません！今よ
りさらに、市民に開かれた議会になるよう、ぜひ「市議会インターネッ
ト中継」を検討していただけないでしょうか。
　青森県内では、八戸、五所川原、弘前でも実施しているようです。
よろしくお願いします。
余談ですが、むつ市は、大変住み良い街で気に入っております。
今後も良い街であり続けるに、市民（特に我々若い世代）が課題意識
を持つことが重要だと考えています。より良い街づくりのために、ぜひ
検討していただきたいです。

　ご要望のありました議会のインターネット中継につきましては、む
つ市議会内でもその必要性から、令和４年４月にむつ市の
YouTubeチャンネル「むつ市長の６２ちゃんねる」に試行的に録画
映像を配信し、現在は映像配信をするための設備の整備を含め
た議場の改修事業を進めております。
　映像を配信できる時期につきましては明示できかねますが、早
ければ令和７年度中の映像配信を見込んでおりますので、この間
におきましてはこれまで同様に、会議録やＦＭラジオ放送、議会広
報紙「議会だより」などをご利用いただきたいと存じます。

議会事務局



11月17日

ＦＬＡＴ

14
砂利道道路を
舗装して貰いた
い！

　大畑あさひな丘球場近くの砂利道道路を舗装して貰いたい。２０２１
年８月９～１０日の町内の大雨の時、車両が通れないくらい砂利道が
削られ大変でした。

　御要望いただきました道路につきましては、当市管理の市道（大
畑中央公園２号線）となっておりますが、家屋が４軒となっており、
交通量が多い状況ではなく、利用者も限定されることから、早急な
整備が必要なものという位置付けとはなっておりません。
　住民の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き維持管理に
努めてまいりますので御理解を賜りたいと存じます。

都市整備部
土木維持課

11月20日

13
外山団地につ
いて

　市営住宅外山団地を新しくする考えがあるのか、また大畑の街中
に持ってくることは考えているのか教えてほしい。
　今の立地は買い物が不便だし、声かけがしにくく、積雪時に孤立す
る位置だと思うので、今後の予定を教えてください。

　市営住宅の整備等については「むつ市公営住宅等長寿命化計
画」により行っております。
　同計画は国の策定指針に基づき、社会資本ストックの長寿命化
を図り、ライフサイクルコストの縮減につながることを目的として、
各地域の人口動態や、民間住宅の供給状況、公営住宅の需要な
ど様々な要因により、各団地の整備計画を定めておりますが、令
和４年３月に改定された現行計画において、外山団地については
当面維持管理に努めることとなっており、現時点での建替等の計
画はございません。将来的に建替等が必要になった場合は、立地
も含め、防災や入居者の利便性、事業の経済性など様々な観点
から検討して参りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと
存じます。

都市整備部
住宅政策課

11月14日

ＦＬＡＴ

12 草刈り

　大平町児童公園ですが、草が伸びすぎて子どもたちが遊べなくなっ
ております。可能であれば、年に数回草刈りをお願いできないでしょ
うか？

　御要望のありました大平地区遊園地の草刈りにつきましては、５
月、７月、９～１０月の年３回実施しており、今年度は５月１６日に１
回目の草刈りを行っております。要望書受理後の６月２１日に現地
を確認したところ、ブタナやイタドリなどの草が繁茂しており、草刈
りが必要な状況であると判断されたことから、早急な草刈りを業務
委託先に依頼しました。　今後の対策としましては、年３回の草刈
りを継続しつつ、あわせて根本的に草が生えにくい舗装を施すこと
を検討してまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたしま
す。

都市整備部
都市計画課

11月17日

11
街路灯を設置し
てほしい

　田名部高等学校の裏側の電柱に街灯（ＬＥＤ）を設置してほしい。
　田名部高等学校の周辺は、学生のランニングコースになっており交
通事故も起きているのですが、裏側は暗く、車の抜け道としても使わ
れており、交通量も多いので、対応してもらいたい。

　御要望のありました街路灯の設置につきましては、現地を確認し
たところ設置の必要性が認められますことから、今後設置に向け
て検討及び調整を行いたいと存じますので、御理解賜りますよう
お願い申し上げます。 都市整備部

土木維持課

11月14日

ＦＬＡＴ

10
融雪剤の配達
について

　私は、毎年、市役所から融雪剤を配達してもらったうえで、自宅付
近の道路に散布しています。しかし、今年になってから市役所に配達
を依頼したところ、市役所は「配達とかは本来やっていない。」「今年
は届けるが、来年からは取りに来てもらいたい。」と言われました。
　自宅付近の道路が凍結しやすくて、事故が多いことから、サービス
精神で融雪剤の散布を続けていたのですが、このような対応なら融
雪剤の散布をやめようかとも思っています。
　車が無い人への配慮等も考えたうえで配達してもらいたいが、配達
出来なくなったのであれば、その説明をしてもらいたい。

　冬季における融雪剤の配布につきましては、原則として町内会
及び個人の方への配達は御遠慮させていただいております。
　御来庁いただいたうえでの融雪剤の受け渡しについては引き続
き対応致しますので、運搬については、恐れ入りますが町内会に
てお取り計らいください。

都市整備部
土木維持課

11月14日

ＦＬＡＴ

9
側溝のフタ、道
路舗装

　保健衛生上の観点から、フタをした方が良いのではないかと思わ
れる。欠損等により、人車共に通行に支障をきたしていると思われま
す。

　要望の箇所につきましては、蓋を設置できる側溝と設置できない
側溝が混在している箇所となりますが、蓋が設置できる箇所につ
いては作業を完了しました。
　また、道路の舗装につきましては、今後、市内全体の道路整備
状況を見極めながら当該箇所の整備を検討して参りたいと存じま
すので、御理解賜りたいと存じます。

都市整備部
土木維持課

11月14日

8
カーブミラーを
設置してもらい
たい

　孫次郎間の住宅街から国道２７９号線に出る際、右も左も車が見え
づらいので、カーブミラーを設置してほしい。

　御要望のありました孫次郎間地区のカーブミラーの設置につき
まして、過去にも同様の要望があり、令和3年11月5日に現地調査
を行い、カーブにより車両等を視認しにくいことを確認しておりま
す。　カーブミラーの必要性は認められましたが、設置につきまし
ては、市内各地からの多くの要望に対し、交通量や危険性等を考
慮して優先度を決め、限られた予算の中で順次設置している状況
です。そのため設置の時期については御回答できかねますが、で
きるだけ早期に対応できるよう取り組んでまいりますので、御理解
を賜りますようお願い申し上げます。

民生部
環境政策課

　○○様からの「むつ市のミシュランガイド＝ムチュランガイド」の
独自作成に関する御提案を大変興味深く拝読いたしました。市と
いたしましては、市外の方々への飲食店や宿泊施設の紹介を積
極的に行っております。とりわけ、むつ下北の観光情報を発信す
る「一般社団法人しもきたTABIアシスト」のホームページ
（https://shimokita-tabi.jp/）にて、市内の飲食店や宿泊施設の情
報を御案内しておりますので、例えば、その情報発信コンテンツを
「ムチュランガイド」と称するなど、より注目されるように工夫してま
いりたいと思います。
　○○様をはじめ、むつ市を応援してくださる皆様からの貴重な御
意見をもとに、これからも特産品や観光地の情報発信に努めてま
いります。今後とも、むつ市への温かい御支援を賜りますようお願
い申し上げます。

経済部
観光・シティプロ
モーション推進課

11月13日7
むつ市のミシュ
ランガイド作成
について

　むつ市のミシュランガイドを独自に作成して欲しいです！むつ市の
ミシュランガイド＝ムチュランガイド！当方むつ市生まれですが、現在
県外に就職しており、むつ市の飲食店や宿泊施設の情報収集に苦
労した経験があります。帰省したときに、家族にむつ市の魅力を余す
ことなくアピールし、私の故郷を大好きになって欲しい！そのために
も、ムチュランガイドを作成していただきたいです。



20
草刈りと除雪を
お願いしたい

　川守バス停から新川守バス停までの間（山手側）について、夏は草
が伸びており、冬は雪が積もっているため、草刈りと除雪をお願いし
たい。
　草が歩道を乗り越えてしまうこともあり、高校生の通学路にもなって
いるので、定期的に対応してほしい。
　また、市役所へ来庁し上記内容を伝えた際に、「国道であるから対
応できない。県に繋ぐこともできない。」と断られたことがあるため、今
後はそういった対応を改善してほしい。

　御要望のありました国道３３８号沿いの草刈りにつきまして、道
路沿いの市有地に関しましては当市において植栽管理を行い、そ
れ以外の箇所につきましては引き続き道路管理者であります青森
県（下北地域県民局）へ情報提供を行って参ります。
　また除雪につきまして、道路除雪は青森県で行われております
が、当市でも町内会様向けに除雪機の貸し出しを行っております
ので、歩道部分の除雪について適宜御利用を御検討くだされば幸
いです。
　なお、当市から青森県への情報提供等につきましては適宜情報
交換を行っており、町内会様からの御要望等についても同様に伝
達しております。

都市整備部
土木維持課

11月24日

ＦＬＡＴ

19 ＩＴ技術の導入

最近、耳にする事で生成AIの事ですが、ニュースで流れたむつ市本
庁舎での検証は成功との発言でしたが、全ての失敗事例や危険性
は完全にクリアしているとは、とうてい思えません。元SEである私の
目から見て、現在のシステムに係わる人は全てレベルが著しく低下し
ていると感じている中で公平な目と長時間かけての精査出来るとは
思えません。あなた方は幻想を見ています。もっと現実に目を向ける
事の出来る人を見極め、そういった人物の元、再度検証して下さい。

　むつ市での生成ＡＩの検証に関するお問い合わせについて回答
いたします。
　市では生成ＡＩである「チャットGPT」を安全に業務に活用するた
め、個人情報保護委員会の注意喚起に対応したサービスである
「LoGoAIアシスタントbot」を活用しての実証事業を８月、９月と実
施いたしました。
　この検証は、「チャットGPT」で業務の効率化が図れるのかを職
員の皆さんに実際に活用していただき、意見を頂戴するのもであ
りました。
　実証事業の結果、サービスを利用した９６％の職員が業務にお
いて今後も利用したいと回答しており、１０月以降も引き続き利用
できるよう準備をしているところです。
　市では今後もしっかりとした検証を行いながら、様々なデジタル
を活用したサービスを展開していく予定でおりますので、御理解を
賜りたいと存じます。

総務部
情報・ＤＸ戦略課

10月5日

17
分譲地にロード
ヒーティングを
入れてほしい

　国道３３８号から分譲地にあがる坂について、今現在は１段目まで
ロードヒーティングが入っているのですが、上までロードヒーティング
を入れてほしい。この道路は開通工事中の道路と繋がる予定であ
り、多くの人が利用する急勾配の坂のため、ロードヒーティングを延
長してほしいです。

　御要望いただきましたロードヒーティングですが、整備に多額の
費用を要することから、当市の財政状況を鑑みると整備が難しい
状況です。
　今後も引き続き除雪等冬期間の維持管理に努めてまいります
が、住民の皆様にも安全に留意し通行するよう努めていただきた
いと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申
し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月24日

ＦＬＡＴ

18

生成Ａｉ
※前回の回答
と関連があるた
め、前回の内容
は19番に記載
する。

　G7の結果を新聞にて知りましたが、政府では導入しないモノを何故
市政で導入するのでしょうか?
　先日どのようなAIかは回答戴けましたが他県、他市区町村の行政
での実績あるとは言え、長い期間をかけて精査すべきモノを簡単に
導入している市政には不安と失敗のビジョンしか見えてきません。
もっと、前回よりまともな回答を。

　むつ市での生成ＡＩの検証に関するお問い合わせについて回答
いたします。
　市で導入している生成ＡＩは、「チャットGPT」を安全に業務に活用
するために開発された「LoGoAIアシスタントbot」といいます。
　主な活用方法は、挨拶文などの文章作成支援、文章の要約、事
業企画のアイディア出し、ツールの活用支援などとなります。
　生成ＡＩはあくまでも業務の補助ツールであるため、生成ＡＩが回
答する答えが必ずしも正しい答えではない場合があります。
　そのため市では「むつ市生成ＡＩ利用ガイドライン」を作成し、使用
する職員へは、生成ＡＩの回答を全て鵜呑みにするのではなく、必
ず人の目でチェックするよう義務づけており、安全に業務を遂行す
るよう心がけております。

総務部
情報・ＤＸ戦略課

11月24日

11月20日

16
アスファルト舗
装と側溝整備を

　去年もお話ししているが、別添の図面記載道路について、通行量
や降雨被害の観点から、アスファルト舗装と側溝整備をお願いした
い。
　道路部分が高く家の敷地が低くなっており、家の周りが水たまりに
なっているので対応お願いいたします。

　御要望いただきました道路につきましては、交通量が多い状況
になく、利用者も限定されることから、早急な整備が必要なものと
いう位置付けとはなっておりません。また、現地状況から察する
と、道路整備を実施しても道路高自体は現状とあまり変わらず、
宅地内の排水環境の改善は見込めないものと思慮されます。
　住民の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き維持管理に
努めて参りますので御理解を賜りたいと存じます。また、御要望の
道路は私道等整備補助金での対応が可能と推察されますので、
活用を御検討いただきますようお願いいたします。

都市整備部
土木維持課

11月20日

ＦＬＡＴ

15 排水路の要請

　温暖化の影響により、数年前から集中豪雨や台風時に湯坂下の信
号から、県道２８４号線の○○家から○○家迄の区間が冠水します。
　７年程前に集中豪雨により、３０㎝程冠水した時に一度要望書を提
出致しました。
　令和３年の８月１０日の集中豪雨により小赤川橋が決壊致しまし
た。湯坂下町内も避難を余儀なくされ、○○家から○○家迄の区間
の最深部が７０㎝程に達し、床上浸水が４件程、車が２台立ち往生致
しました。
　この要因は、湯坂からの雨水と川﨑造材事務所からの雨水が一極
集中で、○○家と○○家の排水路に流入してくる事だと思います。
　そのうえ川の水が警戒水位に達したため、水門がせき止められ、雨
水が宅地に溜まる一方でした。
　今年の災害は、毎年起きる可能性があると思います。
　別の場所に○○迄の排水路を早急に造って頂きますよう、ご検討
をよろしくお願い致します。

　御要望いただきました側溝整備につきましては、市といたしまし
てもむつ恐山公園大畑線の現状を把握しており、道路管理者であ
る下北地域県民局地域整備部に対し、大雨時の冠水対策等につ
いて改善要望を続けております。
　下北地域県民局地域整備部に状況確認したところ、地権者との
調整の中で、計画の見直しを行っており、また、完全な対策ではな
く、大畑川の水位の状況により冠水してしまう場合があることを御
理解いただきたいとのことでした。
　今後も引き続き、県に要望してまいりますので御理解と御協力を
賜りますようお願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課



11月24日

ＦＬＡＴ

25

バイパスから旧
道に至る交差
点付近に目印
をつけてほしい

　バイパスから旧道に至る交差点が分かりづらいので付近に看板な
どの目印をつけてほしい。

　御要望につきまして、当該道路を管理する下北地域県民局へ問
い合わせましたが、今後、特に看板等の設置予定はないとの回答
をいただいております。
　御要望に添えず誠に申し訳ございませんが、何卒御理解賜りま
すようお願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月24日

24
木の立枯につ
いて

　５年程前から道路沿いの木が５～６本枯れており、道路に枝が落ち
てきているし、道路に倒れる危険性もあるため、枯れ木の伐採対応
をお願いしたい。

　御要望のありました枯れ木は県道沿いの法面から生えておりま
すことから、県道を管理する下北地域県民局へ情報提供しました
ところ、担当部署において伐採方法や業者選定について検討中で
あるとの回答がございました。
　今後の対応は青森県となりますので、御理解賜りますようお願
い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月24日

ＦＬＡＴ

23
街路灯新設要
望

　大曲2丁目○番地　国道２７９号線から私道に入る直前に街路灯が
設置されていないため、通行するのに、防犯上の観点から、問題が
あり、以前見通しが悪いために私有地に車が突っこむ事故も発生し
ていることから、当町内会員より設置要望されている所から申請する
ものです。

　御要望のありました街路灯の設置につきましては、現地を確認し
たところ設置の必要性が認められますことから、今後設置に向け
た検討及び調整を行いたいと存じますので、御理解賜りますよう
お願い申し上げます。 都市整備部

土木維持課

11月24日

23
街灯を追加設
置をぜひともお
願いしたい。

　小中高校生の帰宅時、明るく下校し、自宅まで帰したい。
　不審者に出没されず、安全な健全育成のためにも設置をお願いす
る。
　町内の生活の安全安心のためにも設置が必要である。

　街路灯に関する御要望の１点目、電球切れにつきましては修繕
が完了しました。
　２点目の追加設置につきましては、現地を確認したところ、全て
ではありませんが設置が必要と認められる箇所がございました。
　今後設置に向けて灯具の在庫などを確認しながら手続きを進め
て参りますので、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月24日

22
側溝のふたを
設置していただ
きたい

　暗い道を移動するとき、ふたがないと、落ち、怪我する可能性があ
る。
　鉄板を設置したが、「騒音」と苦情があった。

　御要望いただきました側溝蓋の設置ですが、当該道路が私道と
なりますことから、恐れ入りますが私道の所有者様にお問い合わ
せくださいますようお願いいたします。
　御要望に添えず大変申し訳ございませんが、何卒御理解賜りま
すようお願い申し上げます。

都市整備部
土木維持課

21
分譲地にロード
ヒーティングを
入れてほしい

　国道３３８号から分譲地にあがる坂について、今現在は１段目まで
ロードヒーティングが入っているのですが、上までロードヒーティング
を入れてほしい。この道路は開通工事中の道路と繋がる予定であ
り、多くの人が利用する急勾配の坂のため、ロードヒーティングを延
長してほしいです。

　御要望いただきましたロードヒーティングですが、整備に多額の
費用を要することから、当市の財政状況を鑑みると整備が難しい
状況です。
　今後も引き続き除雪等冬期間の維持管理に努めてまいります
が、住民の皆様にも安全に留意し通行するよう努めていただきた
いと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申
し上げます。

都市整備部
土木維持課

11月24日

ＦＬＡＴ

27

児童館を町内
会に寄贈しても
らえるものか教
えてほしい。

　中島児童館や湯坂下児童館について、町内会に寄贈してもらえる
ものなのか教えてほしい。　地域の方が集まる場所として有効活用で
きるのではないかと思ったので、お尋ねします。

　大畑地区にあります3つの児童館は、令和元年度に廃止され、
現在は普通財産として管理しております。
　旧湯坂下児童館については、市有財産利活用民間提案制度の
対象施設としております。この制度は、市が未利用となっている施
設等について、市民や民間事業者等から利活用の提案を募集し、
事業化するものです。
　施設等については、提案の内容に応じて貸付、売却することとな
りますが、無償譲渡する場合には、公共性が高い事業であること
や、資産価値が非常に低いといったことが要件になると考えてい
ます。
　また、無償譲渡の相手方が町内会となる場合には、認可地縁団
体の認可を受けることや、将来的に施設等を維持管理することが
可能かを検討する必要があります。
　旧中島児童館については、現在のところ、処分する施設に位置
付けておりませんが、短期的な貸付は可能と考えております。
　詳しくは、担当課へ御相談ください。

◎旧中島児童館、旧湯坂下児童館　　担当課：子ども家庭課
◎市有財産利活用民間提案制度　　　担当課：管財・施設経営課

　市有財産利活用民間提案制度について
https://www.city.mutsu.lg.jp/government/gyosei/kouyuuzaisan/m
inkanteianseido.html

子どもみらい部
子ども家庭課

11月28日

ＦＬＡＴ

26 側溝

　海老川町○○、○○宅と隣の○○さんの土地に、昔側溝があった
との事です。現在、道路の水はけが悪く広い範囲に水がたまり、少し
雨が長びいたり、短時間に多くの雨が降ると、建物の浸水の恐れが
あるとの事。近隣住民の意見です。水路の再開をお願いします。なお
古川町よりの方に大きな側溝がありますので、そちらへ水の流れを
導いて欲しいと思います。

　御要望のありました側溝の設置につきましては、実際の冠水状
況等を調査のうえ実施について検討して参りたいと考えておりま
す。
　また、浸水対策のサポートとして市役所にて土のうの配布を行っ
ておりますので活用を御検討頂きますようお願いいたします。

都市整備部
土木維持課

11月25日


